
カスタマー・ハラスメント対策
シンポジウム

2022年12月16日（金）

ＵＡゼンセン流通部門
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カスタマ―ハラスメント対策のめざす姿

サービスを受ける側も

する側も共に尊重される

社会を創る！



悪質クレーム対策の啓発活動をスタート
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2018年悪質クレームの抑止・撲滅に向けた署名活動

段ボール
101箱分

内閣総理大臣宛【要請内容】

1.悪質クレームから労働者を守る
対策を講じること

2.悪質クレームの実態調査を
実施すること

3.倫理的な消費行動を促す啓発
活動や教育を推進すること
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2018年8月10日 組合員一人ひとりの思いが詰まった
【悪質クレーム対策を求める署名 １７６万筆】を提出

加藤 厚生労働大臣に要請行動を実施！！

〈加藤厚生労働大臣〉

・今後、実態調査を行いながら、労働審議会等にて消費者からの悪質クレーム対策に

ついて議論していきたい

・消費者を国民ととらえるならば、社会全体への啓発活動が必要であると考えている
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2022年4月6日（水）ゼンセン会館にて、
「カスタマーハラスメントに関する産別情報交換会」を
産別15組織、連合本部の37名が参加し実施された。

他産別組合とのカスハラ対策連携の強化



悪質クレーム対策 啓発動画
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悪質クレーム対策啓発動画の制作



カスタマ―ハラスメントの変化

2020年東洋大学桐生教授研究報告資料より



新型コロナ対策 国会活動



2020年4月3日小池東京都知事への要請
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コロナ禍における店舗対策を初めて要請



議員の働きかけにより作成されたポスター
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2021年7月21日厚生労働省へ要請
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カスタマーハラスメント対策基本法の
制定等を求め、政府政党への要請活動を実施



組合員実態調査の概要
１．調査目的 職場で起こっている悪質クレーム（迷惑行為）の実態について調

査し、傾向を分析する。また、調査内容は具体的な事例も示す
調査とし、結果については、関係諸団体への要請活動時に提示
する資料として活用する。

２．調査対象 サービス業に従事しているUAゼンセン所属組合員

３．調査期間 2020年７月10日～９月23日

４．回答組合数 233組合 回答件数 26,927件
⑴ 性別回答件数
男性：12,214件 女性：14,371件 その他：335件

⑵ 年齢別回答件数
10代：355件 20代：4,623件 30代：6,895件 40代：8,155件
50代：5,407件60代：1,441件 70代：46件



悪質クレーム対策 アンケート調査結果

カスタマ―ハラスメントの事例
◆「なんで俺がそんなことをしないといけないのか！」「お前はカス

だ」とずっと威圧的な言葉で言われ続けた。「今からお前の店に

殴り込むぞ！」と言われ店長に相談し一緒にお客様宅に訪問し

た。（家電）

◆レジの接客態度が悪いと呼ばれて、到着するや否、胸ぐらを掴

まれ15mくらい引きずられた。二言目には「俺は人を殺した事があ

る！」など暴言を吐かれた。（ホームセンター）

◆女性アルバイト従業員に対して、マスクを外して顔を見せるよう

要求する、手を触ろうとするなど、特定の客からセクハラ行為を複

数回された。（専門店）



56.7%がカスハラの被害
Ｑ．直近２年以内で迷惑行為の被害にあったことがありますか。 

Ｑ．直近２年以内で迷惑行為の被害に回数 



Ｑ．迷惑行為のきっかけとなった具体的な理由 

「顧客の不満のはけ口・嫌が

らせ」が33.1%、「消費者の勘

違い」が15.2%と消費者側の問

題と思われる回答も多い。ま

た、「接客やサービス提供の

ミス」が21.8％、「商品の欠

陥」が9.4%、「システムの不

備」が3.0%とサービス提供の

問題を回答している。 

カスハラが起きたきっかけ



Ｑ．あなたの企業で実施されている迷惑行為への対策について 

4割の企業は対策がされていない
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消費者行動アンケート結果報告書（要旨）

「クレーマー」と「従業員」だけの問題ではない！第三者の一般消費者も
◆「不快に感じている」◆ ◆「対策・注意喚起が必要と思っている」◆

【調査概要】

 調査目的：普段消費者が目にしている、他の消費者のサービス提供者に対するクレーム行為
が、社会にどんな影響を及ぼしているかを調査し、今後の施策に活用する。

 調査対象：マクロミルモニタ 15～69歳の男女
対象者①：直近1年以内に、消費者として、他の消費者のサービス提供者に対するクレーム行
為を見聞きしたことがある人
対象者②：直近1年以内に、サービス提供者として、消費者からのクレーム行為を受けたこと
がある人（有職者）

 調査地域：全国 ◆調査方法：インターネット調査

 調査時期：2020年5月22日（金）～5月25日（月）

 有効回答数： 【事前調査】 50,000サンプル 【本調査】 3,138サンプル

 調査実施機関： 株式会社マクロミル
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最も印象に残ったクレーム行為 クレーム行為が行われていた業種

トップ３で、全体の8割超を占める

①「暴言を吐く」37％

②「威嚇・脅迫的な態度を取る」約17％

③「説教など、威圧的な態度をとる」約
15％
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60％ エッセンシャルワーカーが被害に！

①小売業 48.3％

②飲食店・飲食サービス業 37.6％

③生活関連サービス業 14.0％

④医療福祉 7.6％

（見聞きした人の感想）ほとんどの人が、最も印象に残ったクレーム行為を「不愉
快」と約９５％の人が感じている

「非常に不愉快」も75.9％にのぼり、クレーム行為は店側だけでなく、周りの消費者
にも不快な思いをさせている。

クレーム行為見聞き経験者、受けた経験のある人ともに多くの人が、近年ク
レーマーが「増えている」と６０％超が感じている。
尚、近年クレーマーが「減っている」と感じているのは、クレーム行為見
聞き経験者・受けた経験者ともに5％未満に留まる。
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クレーム行為撲滅対策

「法律による防止」「消費者への啓発活動」「企業のクレーマー対策教育」が上位。
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※厚生労働省
概算要求3000万
『研修や啓発活動』他

消費者の視点からも
悪質クレーム撲滅には、

「法律による防止」
「消費者への啓発活動」が求められる。



春の統一労働条件交渉で対策を協議

カスタマ―ハラスメント対策を必須取組み要求項目へ

◆ハラスメントに対する企業が講じる措置への対応、

顧客からのハラスメントに対する規則等への明記

～顧客も含めた（悪質クレーム）ハラスメント対策～

法対応を確実に実施することを前提に、顧客からの

すべてのハラスメントに対して、労使で対策を行う。



カスタマ―ハラスメント労使対応調査結果
（計74組合調査）
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対策の労使協定

カスタマ―ハラスメント対応状況



悪質クレーム対策労使取り組み事例

取組内容 具体例

労使事態把握 ・組合員実態調査を実施し、集計結果を踏まえ、解決に向け
て労使協議を実施する。

相談窓口の設置 ・お客様相談室で対応。店舗だけで悩まず随時相談対応。
・産業カウンセラーを設け、メンタルヘルス相談の設置。

労使協定締結 ・カスタマーハラスメント防止の労使協定化およびカスタマー
ハラスメント対策ガイドラインの策定

ガイドライン・
マニュアルの策定

・悪質クレームに特化した「クレーム応対マニュアル」の作成

教育研修の実施 ・悪質クレーム対応WEBセミナー受講出来るように進める。
・従業員を守る対策の実施、相談窓口の周知、管理職教育、
クレームが発生しないよう接客教育の実施。
・従業員すべてにコンプライアンス遵守の教育を行う。

労使委員会の設置 ・労使委員会の中で定期的な問題提起、解決を図る。

トップメッセージの
発信

・トップメッセージ「ハラスメントは許しません!」の発信(カスタ
マーハラスメントを含む)



三越伊勢丹の取組み姿勢



三越伊勢丹の取組み姿勢



ドラッグストアの事例紹介
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ドラッグストアの事例紹介
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ドラッグストアの事例紹介



秋田県「多様性に満ちた社会づくり基本条例」

秋田県が差別の解消に向け、

「多様性に満ちた社会づくりの基本条例」（仮
称）の骨子を明らかにした。

内容には、カスタマーハラスメント対策も含
まれており、県民が安心して暮らせる社会の
実現をめざすとしている。

＜2022年4月施行＞

カスハラ対策を含んだ条例は日本初となる。
地方要請活動が大きなきっかけとなり政策
推進が進んでいる。
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9月25日秋田さきがけ新報



岡山市「岡山市第2次消費者教育推進計画」

「岡山市第2次消費者教育推進計
画」のパブリックコメントが始まり、
その中で、「人権に配慮した消費
者啓発の推進」の施策の柱の中に
「カスタマーハラスメント防止のた
めの啓発」が位置づけられた。

理念的な計画であり、個別の施策
や事業まで具体的に記載する内
容のものではないが、この計画を
基本として、行政による個別の啓
発活動や教育事業が岡山市で展
開される為、大きな前進である。

＜パブリックコメント実施期間＞

2022年12月5日（月）～

2023年1月6日（金）
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◆企業対策でカスタマーハラスメントを止める

◆消費者行動を社会的な呼びかけで改善する

◆労働者は「より良いサービス」を提供する

社会全体でカスタマ―ハラスメントを
無くしていくため法制化をめざす！



ご清聴ありがとうございました
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